
事業の概要

福岡県内に所在する介護保険法に基づく訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所及び夜間対

応型訪問介護事業所

交付対象

対象事業所

申請受付期間

◆令和７年４月７日～令和８年１月３１日までに実施する以下の事業

◆交付要綱第６条に定める補助基準額と同条別表第１に掲げるそれぞれの事業内容ごとに、対象経費の実支出額と

を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を補助額

とする。

◆申請受付期間 令和７年９月１日 ～ 令和７年１０月２４日 ※受付期間を延長しています！

福岡県では、訪問介護等（訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護）サービスに

ついて、人材確保体制の構築や事業所の経営改善に向けた取組を行う事業者を支援するため、経費の一部を補助し

ます。

事業所が行うホームヘルパーや介護職員等の資質向上、定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための

取組に要する経費

①
基準額

１事業所当たり１０万円

① 研修体制の構築支援

１ 人材確保体制構築支援

② 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援

経験年数の長いホームヘルパーが経験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同行し、

技能向上に向けた指導を行う取組に要する経費

②

基準額

中山間地域等・離島等地域に事業所が所在する場合
（経験年数の短いヘルパー１人につき30回まで）

30分未満の同行支援１回につき 3,500円

３０分以上の同行支援1回につき 5,000円

中山間地域等・離島等地域以外に事業所が所在する場合
（経験年数の短いヘルパー１人につき30回まで）

30分未満の同行支援1回につき 2,500円

30分以上の同行支援1回につき 4,000円

２ 経営改善支援

③ 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援

登録ヘルパー等の常勤化を促進するために要する経費

③
基準額

登録ヘルパー等１人につき１月当たり１０万円（３か月まで）

④ 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援

④

基準額

県交付要綱別表第１対象法人の要件（エ）に該当する法人を
含む

１事業者グループあたり200万円

県交付要綱別表第1対象法人の要件（エ）に該当する法人を
含まない

1事業者グループあたり150万円

複数の法人により構成される事業者グループが、地域の状況や事業規模を踏まえた法人間の連携を促進し、相互に協力

して行う人材育成や経営改善に向けた取組に要する経費



事務手続きのイメージ

①
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⑦
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手続き

の流れ

県事業者

県

• 交付申請様式一式（様式1～1-4）

• 様式1-3に記載の添付書類

• 支払先口座の確認ができる書類

• 債権者登録申出書（これまで県への口座登録

がない場合のみ）

対応者

実施事項

必要書類

期間目安

など

実績報告書の提

出については、

補助事業者に対

し、別途通知し

ます。

補助金の受付先の委託業者が審査を行い

ます。修正等の依頼をさせていただく場

合がございますので、速やかに御対応く

ださい。

交付決定通知書（様式2）

を事業者へ送付

額の確定の通知を事業者

へ送付

指定の口座に補助金

を振込み

おおよそ１月程度令和７年９月１日～令和７年１０月２４日

手続き

の流れ

対応者

実施事項

必要書類

期間目安

など

事業完了後準備・県に提出
令和7年10月末頃（予定）

又は令和7年11月末頃（予定）
額の確定後～令和8年3月31日まで

事業者 県 県

電子・郵送の両方で交付申請を行う必要があります。

※郵送での提出書類は受付期間内の当日消印有効となります。
補足

補助金の交付決定の時期に関わらず令和7年4月7日～令和8年1月31日

の事業が補助の対象となりますが、審査の結果や予算の状況によっ

ては、不採択となる場合がありますので、御留意ください。

交付申請の内容を審査し、適当と認められる際

に予算の範囲内において、交付決定の通知を行

います。※交付決定の時期については、県実施

要領をご確認ください。

補足

事業者は、事業が終了したとき、その日から起算して１月を経過した日、又は翌年１月３１日の

いずれか早い日までに、実績報告を行う必要があります。期限内に報告がない場合、補助金のお

支払いができませんので、御留意ください。

⑤

審査

県

補助金の受付先の委

託業者が審査を行い

ます。修正等の依頼

をさせていただく場

合がございますので、

速やかに御対応くだ

さい。

【人材確保体制構築支援に関すること】
担当課：福岡県保健医療介護部高齢者地域包括ケア推進課 介護人材確保対策室
直通 ：０９２－６４３－３３２７
メール：k-kaigojinzai@pref.fukuoka.lg.jp
【経営改善支援に関すること】
担当課：福岡県保健医療介護部介護保険課 監査指導第二係
直通 ：０９２－６４３－３３１９
メール：k-shidou@pref.fukuoka.lg.jp

問合せ先等

◆電子受付の提出先 https://www14.webcas.net/form/pub/ajis/fuku

◆郵送の提出先 〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原3-3-7

福岡県訪問介護等サービス体制強化事業事務局 宛

◆お問い合わせ先 https://forms.gle/ZP6SU7HZ2FyAnGzs5


